
　この制度は、経済的理由で就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、国と町が学用品費や学校給食

費等を援助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としています。補助額は、毎年度文部科学大

臣が定める額を参考に決定しています。

　なお、教育委員会では児童生徒就学援助要綱を定めて受給者の認定を行っております。

●お申し込み・お問い合わせ　

　各制度に関する案内を各学校から児童生徒に配布します。案内をご覧のうえ、各学校にお申し込み

ください。

　・関 小 学 校　☎３７－２３２０

　・湯 原 小 学 校　☎３７－３１２５

　・七ヶ宿中学校　☎３７－２３６０

　教育委員会　学校教育係　津川　☎３７－２１１２

◎就学援助制度のお知らせ

①要 保 護 世 帯　生活保護（教育扶助）を受給している世帯

②準要保護世帯　・前年度及び当該年度の生活保護の停止又は廃止となった世帯。

　　　　　　　　・世帯員の年収（給与収入、公的給付金、資産の金銭換算分を

含む）の合計が生活保護法基準を１００とした場合、１３０

以下の世帯

１．対象となる世帯　

①学 用 品 等　学校用品、通学用品、新入学児童生徒学用品、通学費、修学旅行

及び校外活動費

②医　療　費　学校保健法施行令第７条に定める疾病に係る医療費

③学校給食費　学校で実施する年間給食費

２．対象となる経費　

◆ことりはうすの冬遊び

●内　容　①雪上トレッキング（冬の野鳥の森の散策コースを歩きます。）

　　　　　②森のクラフトコーナー（ネイチャークラフト各種を体験できます。）

●期　日　①２月９日（土）　　　②２月９日（土）～１１日（月）

●時　間　①午前１０時～午後１時　②館内で随時受付（午前９時～午後３時内）

●場　所　宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター

●参加費　①２００円（先着２０名）　②３００円～

●予　約　不要（当日受付）

◆雪上トレッキング

●内　容　冬の野鳥の森をかんじきやスノーシューを履いて歩きます。温かい飲み物付。かん

じきは無料貸出し、特に準備物は不要ですが、防寒着等でご参加下さい（お弁当持参ＯＫ）

●期　日　２月３日（日）・２月９日（土）・２月２４日（日）

●時　間　午前１０時～正午

●参加費　２００円（先着２０名）

●場　所　宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター

●予　約　不要（当日受付）

●お問い合わせ　宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」

　　　　　　　　☎０２２４－３４－１８８２　ＦＡＸ０２２４－３４－１８７１

●ホームページ　「ことりはうす」で検索

ことりハウス 2 月のイベント情報

　今年で２７回目を迎える「雪だるま・雪像コンテスト」審査会を実施します。今年もアイディ

アあふれる「雪だるま・雪像」の制作にご協力ください。

【雪だるま・雪像コンテスト審査会】

●日　　　時　２月３日（日）　午前９時３０分～

●審 査 順 序　（干蒲→湯原→峠田→滑津→関→矢立→横川→長老）

●各　　　賞 

雪だるま　個人の部 ・最優秀賞 １名　　・優秀賞 ２名　　・アイディア賞 ２名

雪　　像　個人の部 ・最優秀賞 １名　　・優秀賞 ２名　　・アイディア賞 ２名

団 体 の 部 ・最優秀賞 １団体　・優秀賞 １団体　・アイディア賞 １団体

特　　　別　　　賞 ・１名もしくは１団体

●そ　の　他

　※団体の部で参加される学校・企業などは、団体名を記載した看板等を立てて下さい。

　※雪だるま・雪像は、審査員に分かるような場所に制作して下さい。

　※通行の障害となる車道・歩道には、制作しないようお願いします。

　※制作にあたっては、事故のないよう十分注意してください。

●お問い合せ　七ヶ宿町観光協会　☎３７－２１７７（担当　村上）

　今冬の大雪対策は万全ですか？「備えあれば憂い無し」と言うように、除雪用具や装備の点検、

隣近所との声掛けなど、自分でできる備えが大雪に対する地域防災力の向上につながります。

どのような状況で除雪中の事故が発生しやすいのか、また、安全な作業を行うためにはどのよ

うな点に気をつければよいのか、除雪作業に慣れている熟練者の方ほどもう一度下記の１０箇

条を確認しておきましょう。

●お問い合わせ　総務課　☎３７－２１１１（担当　秋葉）

大雪に備えて ～ 安全に作業をするために ～

雪だるま・雪像コンテスト

－ 命を守る除雪中の事故防止１０箇条 －
１．作業は家族、隣近所にも声をかけて２人以上で行う！
２．建物の周りに雪を残して雪下ろし！
３．晴れの日ほど要注意、屋根の雪がゆるんでいる！ 
４．はしごの固定を忘れずに！ 
５．除雪機の雪詰まりの取り除きはエンジンを切ってから！
６．低い屋根でも油断は禁物！
７．作業開始直後と疲れた頃は特に慎重に作業！ 
８．面倒でも命綱とヘルメットを！
９．命綱、除雪機など用具はこまめに点検を！ 

１０．作業のときは携帯電話を持っていく！
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